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第１章  計画の概要 

１  計 画 策 定 の 経 緯 と 趣 旨  

本市では、市民が将来にわたり安心して暮らし続けられる「まちづくり」を交通の観点

から支援するため、平成25年度に「大船渡市総合交通ネットワーク計画」を策定しました。

その後、平成29年度に「大船渡市地域公共交通網形成計画」として改訂し、令和２年11月

に改正された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、対象や位置付け、実

効性の確保といった様々な面を拡充させた新たな計画として、令和４年３月に現在の「大

船渡市地域公共交通計画」を策定し、地域公共交通に関する取組を推進してきました。 

本計画は、市民・利用者の視点から地区や地域の実情に応じた交通サービスを提供する

ため、既存輸送資源の活用やＡＩ技術等の新たなモビリティサービスの導入を視野に、ソ

フト及びハードの両面から公共交通の方針及び施策体系を明示するとともに、将来を見据

え、本市及び周辺地域の公共交通を再構築（リ・デザイン）することで、「交通空白地域」

の解消を目指しながら、持続可能な地域公共交通の提供・確保を目的とします。 

 

２  計 画 の 位 置 付 け  

本計画は、上位計画である「大船渡市総合計画」や国の交通政策基本法、地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律、県の関連計画等との整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-1.計画の位置付け  

【上位計画】 

大船渡市総合計画 2021（後期基本計画） 

＜将来都市像＞ 

ともに創る やすらぎに包まれ 活気あふれる 三陸のにぎわい拠点 大船渡 

【国・県の交通関連法等】 

○交通政策基本法 

○地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 

○岩手県地域公共交通計画 

○三陸鉄道沿線地域等公共交通計画 等 

【関連計画】 

○大船渡市デジタル田園都市国家構想総合戦略 ○大船渡市過疎地域持続的発展計画 

○大船渡市観光ビジョン ○大船渡都市計画マスタープラン ○大船渡・住田定住自立圏共生ビジョン 等 
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３  計 画 対 象 と す る 交 通 手 段  

本計画は、「鉄道」・「ＢＲＴ」・「路線バス」のほか、あらゆる輸送資源を含めた地

域公共交通ネットワークの方向性を示すものとします。 

本市における「鉄道」・「ＢＲＴ」・「路線バス」は、隣接する市町はもとより、本市

と他の都市とを結ぶ重要な移動手段であることから、これらの駅やバス停等の拠点の環境

整備や地区内交通の見直し・改善、運賃制度や利活用促進策、マネジメント体制の在り方

等も含めた総合的な施策体系を検討していきます。 

 

○対象の交通手段 
①鉄道 

   ②ＢＲＴ（バス高速輸送システム）※Bus Rapid Transitの略 

   ③路線バス 

   ④タクシー（乗合タクシー含む。） 

   ⑤デマンド交通 

   ⑥患者輸送車・スクールバス 

   ⑦その他 

・地域や民間主体による輸送（支え合い・有償ボランティア等） 

・コミュニティバス 

・ライドシェア     など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図1-2.計画対象の交通手段 
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４  計 画 区 域  

大船渡市全域とします。 

また、本市では、住田町にまたがる広域路線バスが複数運行されています。同町とは、

広域路線バスの課題や路線の在り方等について、岩手県生活交通対策協議会等を通じて継

続的に協議・連携を図りながら、広域的な地域公共交通のネットワーク形成や交通結節点

の在り方等について検討していきます。 

 

５  計 画 期 間  

計画期間は、本市の上位計画である大船渡市総合計画と整合を図るため、令和８年度か

ら令和12年度までの５年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図1-3.計画の対象期間 

 

 

令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

大船渡市
デジタル田園都市
国家構想総合戦略

大船渡都市計画
マスタープラン

大船渡市
観光ビジョン

大船渡市地域
公共交通計画

大船渡市
総合計画2021

基本構想（R3～R12） 

前期基本計画（R3～R7） 後期基本計画（R8～R12） 

計画期間（R5～R9） 

計画期間（R8～R12） 

第３次計画期間（R8～R12） 第２次計画期間（R3～R7） 

計画期間 

見直し 

見直し 

見直し 

見直し 

基本構想（R3～R12） 

前期基本計画（R3～R7） 後期基本計画（R8～R12） 

計画期間（R5～R9） 

計画期間（R8～R12） 

第３次計画期間（R8～R12） 第２次計画期間（R3～R7） 

計画期間 

見直し 

見直し 

見直し 

見直し 
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第２章  公共交通施策の取組実績 

１  前 計 画 の 課 題 と 成 果 等  

前計画で示した公共交通の課題に対し、施策等を実施した成果は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       表2-1.前計画の施策体系 
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3

■前計画の
 基本方針

地域公共交通ネットワークの再編

交通拠点・環境の改善

分かりやすい・便利な交通環境づくり

まちづくりと交通の連携

施策

交通資源を生かした地域内交通の運行

幹線交通と準幹線交通との接続改善・サービス向上

➀

公共交通空白地域解消・地域格差の是正

複数の交通手段の連携によるサービスの提供

需要に応じた新たな交通サービスの導入・検討

高齢者のおでかけ支援サービスの導入・検討

患者輸送車等の有効活用

施策

➁

各交通手段の乗り継ぎ拠点づくり

情報の見やすさ・分かりやすさの改善

施策

地区・地域との連携・協働

施策 地区・地域等との協働による公共交通の利用促進

モビリティマネジメントの推進

公共交通の分かりやすい情報の提供・発信

公共交通の利用しやすい環境の整備

観光シーズン・イベント開催時に合わせた観光交通の運行

まちづくりとの整合を図った交通体系の構築

福祉事業等と連携した公共交通の利用促進

➂

➃

➄

➅

施策

施策

■前計画の課題 

課題１：まちづくりに対応した柔軟な交通体系の構築 

課題２：人口減少・高齢化に対応した移動手段の確保 

課題３：地域公共交通サービス水準の不均衡・地域格差の是正 

課題４：利用者ニーズに対応した多様な交通手段の連携・強化 

課題５：地域公共交通の利用方法等における分かりやすい情報提供 

課題６：利用者の減少に対応した持続可能な交通運営の維持 

課題７：他分野と連携した交通体系の構築 
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表2-2.前計画の成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  総 括  

前計画に基づく各種施策の成果を踏まえ、以下のとおり総括しました。 

 

【 基 本 方 針 ➀ ： 地 域 公 共 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク の 再 編 】  
 市内路線バスは、移動需要の実態把握に努め、路線の見直しを行った結果、４路線

（碁石線、丸森立根線、立根田谷線、綾里外口線）から３路線（丸森立根線、立根田

谷線、綾里外口線）に統合した。 

 末崎地区の地区内交通を確保するため、令和６年10月からデマンド交通の実証実験

を開始した。 

 路線統合や廃止に伴い代替交通として導入したデマンド交通は、ダイヤや料金設定

を見直しながら、対象地区や利用者の拡大が図られている一方、 事前予約や料金設

定などが課題となり、通学利用が進んでいない。 

 

 

 

R䐻目標値 R4 R5 R6 達成率(R䐺) 達成区分(R䐺)

9件 7件 7件 7件 77.8% Ｂ

12.0人 11.1人 13.6人 14.3人 119.1% Ａ

4.0人 2.8人 3.6人 4.4人 110.0% Ａ

9.0人 7.8人 8.7人 8.8人 97.8% Ａ

100,000人 55,870人 81,084人 83,476人 83.5% Ｂ

50.0% 36.6% 35.3% 47.2% 94.4% Ａ

73,000千円 99,180千円 96,465千円 116,656千円 62.6% Ｃ

100.0% 97.2% 97.2% 97.4% 97.4% Ａ

50.0% 29.8% 33.9% 30.9% 61.8% Ｃ

80.0% 64.2% 66.3% 67.7% 84.6% Ｂ

5件 3件 3件 4件 80.0% Ｂ

10.0% 6.3% 5.9% 16.0% 160.0% Ａ

5件 3件 3件 4件 80.0% Ｂ

5件 4件 4件 4件 80.0% Ｂ

交通事業者間による改善件数

休日における公共交通利用率

地域内フィーダー系統の利用者数
（碁石線）※䐵便当たり

指 標

市内路線バスの収支率

市内の移動サービスに対する負担額

地区・地域との協働事業の実施件数

公共交通利用促進策の実施件数

地域内フィーダー系統の利用者数
（立根田谷線）※䐵便当たり

地域内フィーダー系統の利用者数
（綾里外口線）※䐵便当たり

市内路線バスの利用者数

交通空白地域の解消率

公共交通利用者の満足度

地域公共交通の認知度

新しい交通サービスの導入件数
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【 基 本 方 針 ➁ ： 公 共 交 通 空 白 地 域 解 消 ・ 地 域 格 差 の 是 正 】  
 高齢者に対しては、タクシーチケット配布事業やデマンド交通など、複数の交通サー

ビスにより一定程度利便性を確保できている。 

 高校生に対しては、令和７年度において、移動特性や求められるサービス内容等を把

握するため、気仙管内の高等学校を対象としたアンケートを実施し、回答率は51.6％

であった。 

 患者輸送車は、患者利用に対し一般利用の割合が上昇しており、地区内の移動手段と

して定着している。 

 利用者ニーズに対応した便数やダイヤの見直しについては、運行事業者への要望に

とどまっている。 

 

【 基 本 方 針 ➂ ： 交 通 拠 点 ・ 環 境 の 改 善 】  
 バス停への路線図の掲示など利用環境の改善に取り組んだ。 

 綾里駅の駅舎解体に合わせ、トイレを改築し、待合環境の改善に取り組んだ。 

 

【 基 本 方 針 ➃ ： 分 か り や す い ・ 便 利 な 交 通 環 境 づ く り 】  
 市内外からの利用を想定した公共交通マップの最新化が必要である。※直近は平成

31年４月 

 ＧＴＦＳ※（General Transit Feed Specification）データの最新化に努めた。 

※ＧＴＦＳ…公共交通機関の時刻表とその地理的情報に使用される共通形式を定義

したもの 

 

【 基 本 方 針 ➄ ： ま ち づ く り と 交 通 の 連 携 】  
 人件費や燃料費等の高騰により運行経費が上昇していることから、公共交通を維持

していくための公的負担が増加傾向にある。 

 観光二次交通の検討や商店街等と連携した企画の展開に向けた事例収集を行った。 

 

【 基 本 方 針 ➅ ： 地 区 ・ 地 域 と の 連 携 ・ 協 働 】  
 地域の助け合い輸送など、協働に関する取組は、まちづくり組織のワークショップ等

への参加にとどまっており、具体的な施策の実現には至っていない。 
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第３章  地域公共交通の現状と課題 
 前章の公共交通施策の取組実績を踏まえながら、本計画では、地域公共交通の現状と課題

を次のとおり整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     地区内の安定した公共交通の確保 

○郊外は生活関連サービスが少ない状況にあることから、三陸鉄道やＢＲＴ、広域路線バ

スが地区間をまたぐ移動手段となる一方、居住地から最寄り駅までの地区内交通は、デ

マンド交通及び患者輸送車を運行し、市民生活を支えています。 

▼デマンド交通については、事前登録や予約の煩雑さが影響し、利用に対する心理的な抵

抗感が生じやすく、新規登録に結びつきにくい状況にあります。また、患者輸送車は、

運行時間が限られているほか、診療所までの移動が主目的であるため、鉄道との接続が

不便であることから、これらの交通サービスは、利便性と持続性の観点から制度の見直

しが必要となっています。 

▼地区ごとに人口の集積状況や施設の立地条件が異なる中、今後も安心して暮らし続け

るためには、各地区の実情に合わせてデマンド交通や患者輸送車の適切な運行方法等

を検討し、移動実態に即した地区内の公共交通の確保が必要であり、さらに、郊外から

市街地への移動のほか、市外への移動も考慮した広域的な公共交通機関（鉄道・ＢＲ

Ｔ・路線バス等）との円滑な連携を図ることが重要です。 

 

 

 

 

課題１ 

■公共交通を取り巻く課題 

課題１：地区内の安定した公共交通の確保 

課題２：人口が集積する市街地における利便性の向上 

課題３：市外への移動が欠かせない高校生の通学や通勤等の状況に対する広域的な公共

交通の再構築 

課題４：盛駅を中心とした公共交通同士の円滑な連携の推進や待合環境の利便性の向上 

課題５：アナログとデジタルによる公共交通の情報発信の強化 

課題６：安定的な公共交通サービスの提供を目指した財政面・体制面の確立 

課題７：自治体や交通事業者間の連携、市民・関係団体との協働に関する取組の創出 

○：現状 ▼：課題 
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      人口が集積する市街地における利便性の向上 

○市街地は、盛・大船渡・猪川・立根地区を南北に縦断する形で人口が集積しており、同

様に商業・医療・公共・教育施設などが多く立地しているため、市民生活や都市の構造

に合わせ、盛駅を中心とした市街地における生活路線の利便性を確保することが重要

なことから、路線バス（大船渡住田線・丸森立根線・立根田谷線・綾里外口線）を運行

し、市民の移動を支えるとともに、大船渡病院とサン・リアの間の運行頻度を増やすこ

とで利便性向上を図っていますが、１日の運行本数自体は多いものの、運行時間が近接

しているため、本数の多さを十分に生かしきれていない状況です。 

○現在、猪川地区の一部地域（長洞・長谷堂・中井沢）や赤崎地区の諏訪前地域に人口が

集積しており、特定の時間帯にまとまった移動需要が発生している可能性があります。

利用者は、効率的かつ効果的な移動手段の提供を求める傾向にありますが、これらの地

域を運行する立根田谷線は１日２往復と運行頻度が低く、十分に対応できていません。

また、当該地区では、居住地が分散しており、最寄りのバス停までのアクセス性が低い

地域もあり、日常的な移動手段に路線バスが選ばれにくい状況にあることが一因と

なって、路線バスの利用者数の減少が進んでおり、今後、減便や路線の見直し等の検討

が必要となっています。 

▼現状を踏まえ、今後は人口の集積状況や地域特性、移動需要の実態を見極め、誰もが一

定水準の公共交通サービスを享受できるよう、市街地における利便性向上を目的とし

た路線バスの運行内容や運行形態の見直しが必要です。 

 

      市外への移動が欠かせない高校生の通学や通勤等の状況に対する広域的な 

公共交通の再構築 
○本市の通勤通学流動をみると、陸前高田市や住田町との結びつきが強く、ＢＲＴ及び大 

船渡住田線が運行しています。 

○ＢＲＴ及び大船渡住田線の沿線上に居住する市民は乗り継ぎなしで広域的な移動が可

能である一方、郊外部の地域に居住している市民が広域的な移動をするためには複数

の乗換えが必要となりますが、乗り継ぎ可能なダイヤが少ないため、目的地までの定時

性が確保しづらく、待ち時間も長くなるほか、交通費の負担も増える傾向があります。

公共交通による円滑な移動が困難である上、経済的負担が一因となり、結果として保護

者等による自家用車での送迎が常態化しています。 

○広域幹線（地域間幹線系統）である大船渡住田線は、県立住田高等学校（以下「住田高

校」という。）への移動手段として重要な役割を担っていますが、令和６年度の輸送実

績では、今後、国の補助要件を満たせなくなる可能性があり、国庫補助が受けられなく

なると、本市の公共交通に係る財政負担が増加し、減便等によってサービス水準が低下

するなど高校生や通勤者等の移動に係る利便性への影響が懸念されます。 

課題２ 

課題３ 
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○市内宿泊事業者の視点として、県内陸部から本市の観光地や宿泊地等に向けた広域バ

スを求める声があり、このような観光分野に関する移動について、観光資源のブランド

化やシティプロモーションの強化など、他の関連施策と連携した多角的かつ一体的な

対策が必要となります。一方、市民を対象としたアンケートでは、観光関連の意見は少

なく、日常生活における公共交通機関の便数の増加やダイヤの見直しに関する生活路

線の充実に関する意見が多いため、公共交通施策としては、通勤や通学、通院など生活

に根差した移動に対し、優先的に対応していくことが求められています。 

▼このように公共交通の利用者が減少傾向にある状況下において、保護者などの負担軽

減だけでなく、本市で今後も安心して暮らし続けるため、広域的な移動に関しても生活

路線に主眼を置いて、利便性と持続性の向上を目指した公共交通の再構築が必要です。 

 

      盛駅を中心とした公共交通同士の円滑な連携の推進や待合環境の利便性 

の向上 
○市内外の移動においては、先述のとおり鉄道やＢＲＴ、路線バスの担う役割が大きい一

方で、地区内の移動については、デマンド交通や患者輸送車の担う役割が大きく、市民

の円滑な移動を支える上では、広域幹線と地区内交通との連携が重要です。 

○本市は、盛駅を中心とした公共交通ネットワークを形成し、盛駅はバス・タクシー・一 

般車等の乗降場や待機所を機能的に分離して配置することにより交通結節機能の強化

を図っています。また、駅前広場は駅構内からの動線を整備し、駅からバス乗り場まで

の移動距離が短いため、迷いなくスムーズに移動し乗り継ぎができる環境が整備され

ています。そのほか、駅構内では、待合室や駅前広場における上屋・ベンチの設置など、

雨風をしのげる快適な待合環境が整備されているほか、三陸鉄道とＢＲＴの乗継案内

が整備されています。 

○高速バスはサン・リア前に乗り入れており、停留所が分散していることから、利用者に

とっては乗換え動線が複雑で分かりにくい状況にあります。くわえてサン・リアにはベ

ンチがあるものの待合スペースが施設内に確保されておらず、長時間は待ちづらい状

況にあります。 

▼このことから、公共交通機関同士での連携強化を図るため、移動が集中するピーク時を

中心に接続ダイヤを見直すほか、駅からバス乗り場までの移動距離の短縮や既存施設

の待合スペースの活用を進め、快適に公共交通を利用できる拠点を作る必要がありま

す。また、既存の交通結節点の機能を高めるため、乗換えに関する案内情報を提供する

など、利用者が迷いなくスムーズに移動し、乗り継ぐための環境整備が必要と考えられ

ます。 

 

 

 

 

課題４ 
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      アナログとデジタルによる公共交通の情報発信の強化 

○前計画に示す情報発信に関する取組として「バス停提供情報の更新」や「公共交通マッ

プによる情報提供」、「インターネットによる情報発信」があり、市内の公共交通を利

用する上でのアナログとデジタル双方による情報発信の強化を掲げています。 

○アナログ媒体による情報提供では、主に各バス停における路線図等を見直し、分かりや

すい公共交通情報へと改善を図った一方、課題４に示すとおり盛駅を中心に公共交通

機関同士の連携を図ることが重要であるものの、市内を運行する鉄道や路線バス等の

情報が一体となった総合的な公共交通マップや時刻表の作成には至らず、特に複数の

公共交通機関の乗り継ぎ等に関する情報収集の「不便さ」があります。 

○デジタル媒体による情報提供では、GoogleMap上でバス停・路線情報を閲覧できること

から、ダイヤ情報等が変更になる度に、ＧＴＦＳ－ＪＰデータを速やかに更新する必要

があります。特に観光客は目的地への移動手段を検索する際、デジタルコンテンツで経

路を調べることが一般的となっているため、「目的地と移動手段を組み合わせた検索が

できない＝公共交通が運行していない」ものとして判断され、レンタカーを選択する可

能性もあり、公共交通利用の「取りこぼし」の発生が危惧されます。 

▼本市の観光入込客数は、令和元年の水準に近づきつつあり、コロナ禍を経て着実に回復

傾向を示している中、観光地や観光情報へのアクセス性を向上するため、LINEや

Instagram等のＳＮＳを活用するなど、公共交通と連携した情報発信の検討が必要で

す。 

▼情報の最新化や提供手段を改善しながら、情報収集時の「不便さ」を解消することで、

より効果的で市民ニーズ等を踏まえた、アナログとデジタルの双方を活用し、公共交通

と連携した情報発信の強化が必要です。 

 

      安定的な公共交通サービスの提供を目指した財政面・体制面の確立 

○本市の公共交通は、市民の暮らしに欠かすことのできない重要な社会インフラであり、

住み慣れた地域で暮らし続けていくためにも、更なる持続性の向上が求められている

ことから、これまで地域の実情に応じた適切な交通サービスへの転換を進めてきまし

た。 

○人口減少等に起因する公共交通機関の利用低迷に加え、人件費や物価の高騰などの社

会的要因も影響し、公共交通に対する自治体の財政負担額は年々増加しています。今後

も人口減少が続くと予測される中、保護者の送迎を含め、自家用車に依存した移動から

転換しなければ、公共交通の利用者数の増加は見込めず、交通事業者の経営努力だけで

は、路線維持が困難となり、地域の公共交通サービスの水準の低下のみならず、事業そ

のものの存続が危ぶまれます。 

課題５ 

課題６ 
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▼持続可能な公共交通を確保・維持していくため、運行内容の見直しや情報提供の充実な

どの利便性の向上を図りつつ、市民の公共交通に対する意識（「公共交通を積極的に利

用する」、「公共交通に対する理解を深める」、「公共交通を支える＝モビリティマネ

ジメント」）を醸成し、公共交通の利用促進へとつなげる取組が必要です。 

○利用者の減少や乗務員不足等を要因とした路線バスの廃止や減便等が全国的に発生し

ている中、令和６年４月から「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善

基準告示）が適用され、現状のサービス水準を維持するためには、乗務員の更なる確保

が必要な状況となっています。 

▼運行形態や運行内容等の見直しによる公共交通の効率性や利便性の向上に加え、公共

交通の事業性を継続的に確保・維持していくため、地域住民や民間事業者、学校等の多

様な関係者を巻き込みながら利用促進を図ることで、財政面及び体制面の安定的な経

営基盤を構築する必要があります。 

 

      自治体や交通事業者間の連携、市民・関係団体との協働に関する取組の創出 

○地方都市における公共交通機関は、物価高騰や最低賃金の見直しなど、交通事業者のコ

ストが増加する一方で、利用者の減少に伴う収益減少によって厳しい経営環境にある

中、地域公共交通を確保・維持するためには、既存の交通資源の総動員が必要な状況に

あります。 

○市内には、患者輸送車やスクールバスのほか、民間事業者が所有する従業員用の通勤バ

スや介護車両など、交通サービスとして活用する可能性が秘められた輸送資源が多く

存在しています。 

○全国的な運転手不足を背景に、日本版ライドシェアや公共ライドシェアを施策展開す

る自治体が増加しており、普通自動車第二種運転免許を取得することなく自家用車を

活用できる交通手段は、タクシー事業の経営が厳しい地区における限定的な交通サー

ビスとして導入が進んでいます。 

○市内の一部地区では、まちづくり組織が運営する助け合い輸送を実施しており、市民が

主体となる共助に関する取組が拡大することで、公共交通の補完という側面だけでな

く、高齢者等の買い物等の移動機会やにぎわいの創出につながっています。 

▼地域公共交通を将来にわたって確保・維持していくため、自治体や交通事業者間の連携

のほか、市民や関係団体との協働に関する取組など、多様な主体と共創しながら、既存

の輸送形態にとどまらず、アイデアと創意工夫によって、持続可能な地域公共交通を目

指した取組を積極的に検討していく必要があります。 

 

 

課題７ 
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【 参 考 】 前 計 画 及 び 本 計 画 の 課 題 の 対 応 関 係  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分類

１ １ 地区内や地区⇔市
街地間の移動

２ ２ 中心市街地等の利
便性

３ ３ 広域移動

４ ４ 拠点等の環境整備

５ ５ 情報発信

６ ６ 公共交通の事業性
の確保・維持

７ ７ 協働及び連携

まちづくりに対応した柔軟な交通体系の構築

人口減少・高齢化に対応した移動手段の確保

地域公共交通サービス水準の不均衡・地域格
差の是正

利用者ニーズに対応した多様な交通手段の連
携・強化

地域公共交通の利用方法等における分かりや
すい情報提供

利用者の減少に対応した持続可能な交通運営
の維持

他分野と連携した交通体系の構築

地区内の安定した公共交通の確保

人口が集積する市街地における利便性の向上

市外への移動が欠かせない高校生の通学や通勤
等の状況に対する広域的な公共交通の再構築

盛駅を中心とした公共交通同士の円滑な連携の
推進や待合環境の利便性の向上

アナログとデジタルによる公共交通の情報発信
の強化

■前計画の課題 ■本計画の課題

安定的な公共交通サービスの提供を目指した財
政面・体制面の確立

自治体や交通事業者間の連携、市民・関係団体
との協働に関する取組の創出

市民の生活交通対策として、助け合い輸送やライド
シェア等に関する取組を重点的に記載。 
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第４章  地域公共交通が目指す姿 

１  基 本 理 念  

本市では、人口減少や少子化が加速し、運転手不足や利用者の減少など、交通事業を取

り巻く環境は厳しい状況にあり、くわえて、モータリゼーションの進展に伴い、家庭では

自家用車による移動が定着し、移動手段として、路線バスや鉄道等の利用頻度が低下する

など、以前にも増して地域公共交通の確保が難しい社会情勢にあります。 

一方、高齢化とともに本市の老年人口割合が拡大する中、全国的に高齢者の自動車運転

免許証の自主返納が増加し、移動手段を持たない市民が更に多くなっていくものと予想さ

れ、地域公共交通の確保は、市民の日常生活を支える社会インフラを維持するためにも、

一層重要な取組となっています。 

このような中、市民の移動手段を将来にわたり存続させていくため、行政や交通事業者

等の創意工夫はもとより、多様な関係者との共創とともに、市民＝「ひと」が自分事とし

て、時には「ひと」が主体となって「ひと」同士や「まち」をつなぐ役割を担うことも必

要な取組となります。 

このことから、市民一人一人が移動を支える存在であることを自覚しながら、「みらい」

の「ひと」と、「みらい」の「まち」に対し、大切な都市機能である地域公共交通を残し

続けていく、その思いを本計画に込めて基本理念を定めることとします。 

 

 

 

 

 

２  基 本 方 針  

 

 
・目的地となる施設等が集約する市街地における利便性の向上を図るとともに、郊外 

の地域から市街地及び市外への移動に係る足を確保するネットワークの維持向上を

図ります。 

 

 

・高齢者や子供連れ、障害者等の多様な利用者が交通結節点で円滑に乗り換え、迷わな

い駅施設や過ごしやすいバス停環境の整備に加え、利用しやすい決済方法や車両を

整備することで快適に移動できる公共交通の利用環境を整えます。 

  「ひと」と「まち」を「みらい」までつなぐ地域公共交通の実現 基本理念 

移動ニーズを踏まえた暮らしを支える地域公共交通 基本方針１ 

安全・安心に利用できる地域公共交通 基本方針２ 
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・新たな技術や多様な媒体の活用など、利用者にとって必要な情報を分かりやすく発信

するとともに、案内板等の設置により誰でも簡単に公共交通を利用できる環境整備

に努めます。 

 

 

・市民一人一人が公共交通を支える大切さを理解し、公共交通に対する機運の醸成を図

り、ニーズに即した公共交通サービスの確保・維持を図ります。 

・市民・行政・事業者・企業等の連携や共創の取組により利用促進の強化を図ることで

公共交通体系の確保・維持を図ります。 

 

【 参 考 】 本 計 画 の 課 題 と 基 本 方 針 ・ 目 標 と の 対 応 関 係  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域との共創による地域公共交通 基本方針３ 

 

１

２

３

４

５

６

７

安定的な公共交通サービスの提
供を目指した財政面・体制面の
確立

自治体や交通事業者間の連携、
市民・関係団体との協働に関す
る取組の創出

■本計画の課題

地区内の安定した公共交通の確
保

人口が集積する市街地における
利便性の向上

市外への移動が欠かせない高校
生の通学や通勤等の状況に対す
る広域的な公共交通の再構築

盛駅を中心とした公共交通同士
の円滑な連携の推進や待合環境
の利便性の向上

アナログとデジタルによる公共
交通の情報発信の強化

■基本方針と目標 

基本方針２ 安全・安心に利用できる地域公共交通                          

基本方針３ 地域との共創による地域公共交通 

基本方針１ 移動ニーズを踏まえた暮らし 
         を支える地域公共交通 

目標1-1：中心部・地区間・地区内の移動を支える 
      地域公共交通ネットワークの充実 

目標2-1：利用しやすい・移動しやすい利用環境の 
                    整備 

目標2-2：情報発信の拡充 

目標3-1：関係者との多様な連携による 
                    地域公共交通の利用機会の創出 

目標3-2：多様な主体との連携・共創による 
                    地域公共交通の確保 

各
種
施
策 
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３  将 来 ネ ッ ト ワ ー ク イ メ ー ジ  

基本理念、基本方針を下に、本市が目指す将来ネットワークイメージは、次のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-1.大船渡市の将来ネットワークイメージ 
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４  交 通 拠 点 及 び 交 通 手 段 の 位 置 付 け  

将来ネットワークイメ―ジに示した交通拠点は、乗り継ぎやにぎわい・地域コミュニ

ティの重要な拠点である「交通結節点」に位置付けます。 

また、各交通手段の役割やサービスに基づき、「広域幹線」、「市内幹線」、「地区内

交通」に位置付けます。 

 

表4-1.交通拠点の位置付け 
区分 位置付け 交通結節点名 交通手段 

中心拠点 本 市 の 公 共 交 通
ネットワークの中心
となる拠点であり、
市内外を結節する。 

盛駅 鉄道、ＢＲＴ、路線バス 

地区拠点 地 区 の 中 心 と な る
拠点で、鉄道、路線
バス等の幹線交通と
地区内交通を結節す
る。 

大船渡駅 ＢＲＴ、路線バス 
細浦駅、碁石海岸駅 ＢＲＴ、デマンド交通 
陸前赤崎駅 鉄道、路線バス 
綾里駅 鉄道、路線バス、患者輸送車 
三陸駅 鉄道、患者輸送車 
吉浜駅 鉄道、患者輸送車 

 

表 4-2.交通手段の位置付け 
区分 役割・サービス 分類 路線等 

広域幹線 一定頻度による高いサービ
ス水準を確保する広域地域
間交通 

鉄道 三陸鉄道リアス線 
 
 

ＢＲＴ ＪＲ大船渡線ＢＲＴ 
 
 

路線バス 岩手県交通㈱ 
大船渡住田線 
 

市内幹線 各地区から市中心部へアク
セ ス で き る 重 要 な 地 域 の
フィーダー路線 

路線バス 岩手県交通㈱ 
丸森立根線、立根田谷線、綾
里外口線 

地区内交通 広域交通、地域内幹線に接
続して、日常生活に必要な
サービス水準を確保する 

地区・地域
内交通 

地元タクシー事業者、デマン
ド交通、患者輸送車 
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５  地 域 公 共 交 通 確 保 維 持 改 善 事 業 の 必 要 性  

持続的な地域公共交通ネットワークを維持するため、下記路線について、地域公共交通

確保維持改善事業（地域内フィーダー系統補助）の活用により、市民の生活交通手段の確

保を図ります。 

  

表 4-3.地域公共交通確保維持改善事業の活用を図る路線の概要 
区分 事業者名 路線名 起点 終点 便数 備考 

地域内フィー
ダー系統 

岩手県交通 丸森立根線 大船渡温
泉前 

立根 往路 ７便 
復路 ６便※ 

※土日祝日は
５便 

立根田谷線 立根 県立大船
渡病院 

往路 ２便 
復路 ２便 

平日のみ運行 

綾里外口線 綾里駅前 立根 往路 ３便 
復路 ４便※ 

※土日祝日は
２便 

 

表 4-4.地域公共交通確保維持改善事業の必要性 
区分 必要性 

地域内フィー
ダー系統 

当該系統（丸森立根線、立根田谷線、綾里外口線）は、鉄路やＢＲＴに
接続し、市の中心部から郊外にかけて運行する路線バスである。 
 これらの路線は、沿線地区に居住する市民の通院・買物を中心とした生
活に不可欠であるため、地域公共交通確保維持事業により運行を維持・確
保することで、市民の生活交通手段を存続させていくことが必要である。 
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第５章  計画目標と施策 

１  計 画 目 標  

基本方針に基づき、次のとおり計画目標を設定します。  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動ニーズを踏まえた暮らしを支える地域公共交通 

利用しやすい・移動しやすい利用環境の整備 

情報発信の拡充 

関係者との多様な連携による地域公共交通の利用機会の創出 

多様な主体との連携・共創による地域公共交通の確保 

中心部・地区間・地区内の移動を支える地域公共交通ネットワークの充実 

・利用者のニーズに応じた運行内容の見直しに加え、基本方針２、３と組み合

わせて、人口減少の中でも利用者数の「増加」を目指します。 

▼基本方針１ 

目標 1-1 

・公共交通機関同士の円滑な乗り換えや過ごしやすい待合環境のほか、利用し

やすい決済方法や車両等の導入を通して、利用者数の「増加」を目指します。 

安全・安心に利用できる地域公共交通 ▼基本方針２ 

目標 2-1 

目標 2-2 

・利用者を意識した媒体を活用しながら、適切な時期に必要な情報を分かりや

すく発信し、公共交通に対する興味・関心を高め、認知度の「向上」を目指

します。 

・分かりやすく快適に移動できる公共交通の提供に加え、公共交通に対する理

解を深める機会の提供を通して、公共交通を利用した外出回数の「増加」を

目指します。 

・事業者や地域、学校など、多様な連携により公共交通を利用する機会を増や

すことで、将来にわたり安心して利用できる公共交通の維持に努めます。 

        地域との共創による地域公共交通 ▼基本方針３ 

目標 3-1 

目標 3-2 

・利用者（受益）、交通事業者（運行・運営）、行政（国・県・市の補助など）

を中心に、地域や民間事業者など、多様な主体との連携や共創によって公共

交通を支える仕組みを構築し、自治体負担の適正化を目指しながら、持続可

能な公共交通サービスの確保に努めます。 
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２  基 本 方 針 ご と の 施 策 概 要  

目標達成に向けて、基本方針及び目標に基づき、目指すべき方向性に対応する施策に取

り組みます。 

  

 

施策１ 市街地の回遊性向上を目指した路線バスの見直し 
■目標 
路線バスのルートを見直し、盛駅を中心とした市街地の回遊利便性を高めます。 
■概要 
 市街地内の回遊性を高めるため、中心拠点の盛駅を始め市役所や県立大船渡病院、サ

ン・リア等、市民の移動ニーズが高い施設を立ち寄る路線バスのルートへの見直しを
検討します。 

 路線が重複する区間については、運行間隔を調整し、できるだけ一定間隔で路線バス
が利用できる環境を整えます。 

 各地区においても、移動ニーズに応じたルートやダイヤの見直しを行うことで、市街
地へのアクセス性を高めます。 

 市街地においては、市街地循環バスなど新たな移動手段の導入を検討します。 
■関連する評価指標 
・公共交通の利用者数 
・盛駅及び大船渡駅における 1 日当たりの乗車人員（平均） 
・新たな交通サービスの導入件数 
■実施主体とスケジュール 

 
 

 

 

 

 

 

 

令和 令和 令和 令和 令和

8 9 10 11 12
年度 年度 年度 年度 年度

大船渡市、岩手県交通

大船渡市、岩手県交通

大船渡市

大船渡市、民間事業者

取組内容 実施主体

複数路線の時間調整による利便性
の向上（最大待ち時間の短縮）

地区の実情に応じた公共交通の見
直し

市街地エリアにおける新たな移動
サービスの導入

回遊性向上を目指した主要拠点を
結ぶ経路の形成

検討・協議 

検討・協議 実施・改善 

調整が完了次第 
実施 

検討・協議 

検討・協議 実施・改善 

目標 1-1  基本方針１ 目
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施策２ 地区内・地区間の移動を支える交通サービスの見直し 
■目標 
地区内交通から広域幹線へのアクセス性を高めることで、公共交通の利便性を向上し、
利用促進を図ります。 
■概要 
 デマンド交通と患者輸送車の運行地区において、利便性・効率性を高めるため、それ

ぞれの運行ルートや接続方法の見直しなど、改善策を検討します。 
 デマンド交通については、登録や事前予約などの運用改善と持続性の向上を図り、利

用しやすい環境づくりに努めます。 
 地区内における移動手段の確保を図るため、地域主体で運行を担う公共ライドシェア

の導入を検討します。 
 市内路線バスについては、地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）を活

用しながら接続性を高めます。 
■関連する評価指標 

・公共交通の利用者数 
・新たな交通サービスの導入件数 
・公共交通に関する輸送人員当たりの自治体支援額 
■実施主体とスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 令和 令和 令和 令和

8 9 10 11 12
年度 年度 年度 年度 年度

大船渡市

大船渡市

大船渡市
タクシー事業者等

大船渡市地域公共交通
会議

取組内容 実施主体

デマンド交通と患者輸送車の運用
見直しによるサービスの強化

公共ライドシェアの導入検討

デマンド交通の運用改善（事前登
録の廃止や利用予約の簡素化 等）

地域内フィーダー系統補助の活用
（市内路線バス等）

実施 

実施・改善 

検討・協議 

検討・協議 

検討・ 
協議 

調整が完了次第 
実施 

調整が完了次第 
実施 
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施策３ 広域的な移動を支える路線バスの確保・維持 
■目標 
広域路線である大船渡住田線の運営改善を図ることで、本市と住田町との間の移動手段
を確保します。 
■概要 
 大船渡住田線の維持に向けて、岩手県や住田町とともに今後の在り方等を協議・検討

します。 
 住田高校の登下校の利便性向上を図るため、大船渡住田線のダイヤ見直しなどの改

善策を検討します。 
■関連する評価指標 

・公共交通の利用者数 
・市民一人当たりの年間利用頻度 
・市民の公共交通の利用割合 
■実施主体とスケジュール 

 
  

令和 令和 令和 令和 令和

8 9 10 11 12
年度 年度 年度 年度 年度

大船渡市、住田町
岩手県交通

大船渡市、住田町

実施主体

路線バスの在り方に関する住田町
との協議、広域連携の取組検討

通学需要に即した路線バスの見直
し

取組内容

検討・協議 

検討・協議 

調整が完了次第 
実施 
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施策１ 移動しやすい公共交通結節点とバス停環境の整備 
■目標 
公共交通の案内やダイヤ調整等の工夫により、公共交通の利便性を高め、利用促進を図
ります。 
■概要 
 盛駅や大船渡駅など複数の公共交通が結節する交通拠点において、乗り継ぎの利便性

を高めるため、駅、バス停相互での案内の充実や、ダイヤの調整を検討します。 
 サン・リアで発着している高速バスと鉄道や路線バス等との結節を図るため、盛駅へ

の乗り入れを検討します。 
■関連する評価指標 
・公共交通の利用者数 
・市民一人当たりの年間利用頻度 
・市民の公共交通の利用割合 
■実施主体とスケジュール 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 令和 令和 令和 令和

8 9 10 11 12
年度 年度 年度 年度 年度

大船渡市、三陸鉄道
JR東日本
岩手県交通

大船渡市、三陸鉄道
JR東日本

公共交通機関同士の乗換え向上に
向けた盛駅の環境整備

取組内容 実施主体

公共交通結節点の案内表示及び接
続ダイヤの見直しと周知

検討・協議 

検討・協議 実施・改善 

目標 2-1  基本方針２ 目
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施策２ 施設と連携した過ごしやすい待合環境の整備 
■目標 
バス停等に近接する施設と連携して待合スペースを確保することで、利用促進を図りま
す。 
■概要 
 バス停周辺の公共施設や、コンビニエンスストア等の商業施設と連携し、バス待ちス

ペースを確保することで、快適な待合環境の確保を図ります。 
【コンビニエンスストアと連携した待合環境の整備事例】 

岐阜県岐阜市では、バス停近くのコンビニエンスストアをバスの待合スペースとして
活用する「バスまちば」を設置しています。店内には、バスの接近情報などを確認でき
るデジタルサイネージが設置されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲「バスまちば」の概要（出典：岐阜市HP） 

■関連する評価指標 
・公共交通の利用者数 
・市民一人当たりの年間利用頻度 
・市民の公共交通の利用割合 
■実施主体とスケジュール 

 

 

 

 

 

 

令和 令和 令和 令和 令和

8 9 10 11 12
年度 年度 年度 年度 年度

大船渡市、岩手県交通
民間事業者

取組内容 実施主体

施設の待合スペースを活用した待
合環境の整備

検討・協議 
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施策３ 利用しやすい決済方法の導入 
■目標 
キャッシュレス決済の導入や普及により、市民やインバウンドも含めた観光客の利用促
進とともに、乗降時間の短縮による定時性向上を図ります。 
■概要 
 岩手県交通の路線バスで導入されている交通系 IC カード「Iwate Green Pass」の普

及を促進します。 
 外国人観光客の公共交通への取り込み、利便性向上を図るため、クレジットカードに

よるタッチ決済や、電子マネーの二次元コード（ＱＲコード）決済の導入を検討しま
す。 

 

 

 

 

 

 

 

■関連する評価指標 
・公共交通の利用者数 
・市民一人当たりの年間利用頻度 
・市民の公共交通の利用割合 
■実施主体とスケジュール 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 令和 令和 令和 令和

8 9 10 11 12
年度 年度 年度 年度 年度

大船渡市、三陸鉄道
岩手県交通

キャッシュレス決済システムの普
及促進

実施主体取組内容

検討・協議 
実施 
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施策４ 環境に配慮した利用しやすい車両の導入 
■目標 
環境に配慮した車両を導入することで、公共交通の利用による温室効果ガス排出削減の
取組を推進します。 
■概要 
 路線バスやタクシー、デマンド交通等における温室効果ガス排出削減に向け、電気自

動車やハイブリッドカー等の導入を検討します。 
■関連する評価指標 
・市民一人当たりの年間利用頻度 
・市民の公共交通の利用割合 
・公共交通に関する輸送人員当たりの自治体支援額 
■実施主体とスケジュール 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 令和 令和 令和 令和

8 9 10 11 12
年度 年度 年度 年度 年度

大船渡市、岩手県交通環境に配慮した車両の導入検討

実施主体取組内容

検討・協議 
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施策１ 分かりやすい利用者目線の案内ツールの作成 
■目標 
分かりやすい案内や情報発信を行うことで、公共交通利用時の不安を和らげます。 
■概要 
 大船渡市全域の公共交通の概要やダイヤを体系的に整理したホームページ（ＨＰ）を

作成します。 
 公共交通ガイドブック、公共交通マップ等の案内ツールを作成し、公共施設や交通拠

点で掲示、配布します。 
【公共交通ＨＰの作成事例】 
 

 

 

 
▲バスマップ沖縄 

（出典：バスマップ沖縄） 
 

 

 

 
◀八女市地域公共交通情報サイト 

（出典：八女市地域公共交通情報サイト） 
■関連する評価指標 
・公共交通の利用方法の認知度 
■実施主体とスケジュール 

 
  

令和 令和 令和 令和 令和

8 9 10 11 12
年度 年度 年度 年度 年度

大船渡市
公共交通に関する総合的な案内
ツールの作成

実施主体取組内容

実施 実施 検討・ 
協議 

検討・ 
協議 

目標 2-2  基本方針２ 目
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施策２ デジタル技術を活用した情報発信の見直し 
■目標 
デジタル技術を活用したタイムリーな情報発信やサービスを導入することで、公共交通
の利便性を高めます。 
■概要 
 リアルタイムでの路線バスの運行状況を提供するため、バスロケーションシステムの

導入を推進します。 
 公共交通の検索サイトで、正確な情報発信を行うため、ＧＴＦＳデータの更新や活用

を促進します。 
 公共交通利用と合わせて、商業や観光施設での買い物や飲食等を一体的に利用できる

ＭａａＳ等の導入を検討します。 
 市内の主要施設のホームページ等におけるアクセス情報に、公共交通でのアクセス

情報の掲載を呼びかけるとともに、施設に対して、掲載に必要な情報提供を行いま
す。 

■関連する評価指標 
・公共交通の利用方法の認知度 
■実施主体とスケジュール 

 
 

  

令和 令和 令和 令和 令和

8 9 10 11 12
年度 年度 年度 年度 年度

交通事業者

交通事業者

大船渡市、民間事業者

大船渡市、民間事業者

取組内容 実施主体

遅延などの運行情報及び利用方法
の情報発信

ＧＴＦＳデータの更新及び情報発
信方法の拡充

ＩＣＴ技術を活用した一体的な
サービス（ＭａａＳ）の導入検討

公共施設等へのアクセス情報に公
共交通情報を掲載

検討・協議 

実施・改善 

実施 

検討・協議 

実施・改善 検討・ 
協議 
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施策１ 小中学生や高校生、高齢者団体等へ向けた公共交通の普及・啓発活動の実施 
■目標 
公共交通の主な利用者である小中学生や高校生、高齢者等に対して、普及・啓発活動を
行うことで、より一層の利用を促し、公共交通の維持につなげます。 
■概要 
 公共交通の利用習慣づくりの一環として、小中高生を対象にした乗り方教室を実施

します。 
 地域のイベント時に公共交通ガイド等の案内ツールの配布や、イベントの場を活用

した乗り方教室の開催、公共交通でのイベント来場者に対する特典付与等の取組を
検討、実施します。 

 公共交通の利用機会づくりや利用促進を図るため、ノーマイカーデイの実施や岩手
県で実施している「いわて地球環境にやさしい事業所」の認定を促進します。 

 地域や団体を対象に、公共交通の普及啓発を行うため、出前講座や意見交換会を実施
します。 

■関連する評価指標 
・公共交通の利用方法の認知度 
・市民一人当たりの年間利用頻度 
・市民の公共交通の利用割合 
■実施主体とスケジュール 

 
 

 

 

 

 

 

 

令和 令和 令和 令和 令和

8 9 10 11 12
年度 年度 年度 年度 年度

大船渡市、交通事業者

大船渡市、交通事業者
民間事業者等

大船渡市

大船渡市、民間事業者

大船渡市

ノーマイカーデイの実施

出前講座及び公共交通に関する意
見交換会の開催

取組内容 実施主体

小中高生を対象にした乗り方教室
の実施

地域イベントを活用した試乗会

免許返納支援、タクシー助成券の
配布

実施 

実施 

実施 

実施 

実施・改善 

検討・ 
協議 

検討・ 
協議 

検討・ 
協議 

検討・ 
協議 

目標 3-1  基本方針３ 目
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施策１ 事業者が保有する車両の利活用 
■目標 
既存の輸送資源を有効活用することで、できるだけ多くの交通サービスを提供できるよ
うにします。 
■概要 
 病院やスーパー、自動車学校、大規模事業所等の送迎の実態を把握するとともに、公

共交通サービスとしての活用可能性を検討します。 
【輸送資源の活用事例】 

沖縄県糸満市では、市内の病院や自動車学校が運行する送迎バスを「ブーゲンビレア
号」と名付け、利用登録を行った高齢者が空席を活用できる事業を実施しています。 

バスは運行ルート上であれば挙手により随時乗車が可能で、乗車時に運転手へ目的地
を伝えると、ルート上の任意の場所で降車できます。 
 

 

 

 

 

 
▲糸満市「ブーゲンビレア号」（出典：糸満市HP） 

■関連する評価指標 
・事業者連携の事例数 
■実施主体とスケジュール 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 令和 令和 令和 令和

8 9 10 11 12
年度 年度 年度 年度 年度

大船渡市、民間事業者

取組内容 実施主体

事業者が保有する車両の利活用 検討・協議 

目標 3-2  基本方針３ 目
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３  評 価 指 標 と 目 標 値  

(１ ) 評 価 指 標 と 目 標 値 の 設 定  
各施策に取り組んだ成果として、以下のとおり評価指標と目標値を設定し、毎年度、

実施状況や達成状況を確認します。 

 

表5-1.評価指標と目標値の設定 

評価指標 
現況値 
（R6） 

目標値 
（R12） 

目標値の考え方 把握方法 

公共交通の利用者数 847人/日 850人/日 
人口減少下においても利用者
数の減少を抑制し、増加を目指
す。 

鉄道、ＢＲＴ、路線バ
ス、デマンド交通、患者
輸送車の利用者数 

新たな交通サービス
の導入件数 

４件 
 

６件 
（累計） 

本計 画期 間中 に累 計 で1.5倍
（＋２件）の増加を目指す。 

実績 

盛駅及び大船渡駅に
おける１日当たりの
乗車人員（平均） 

盛駅 
160人/日 

盛駅 
180人/日 

令和３～６年度の乗車人員（平
均）の最大値（173人/日）を上
回る利用者の確保を目指す。 

ＪＲ東日本の公表資料 

大船渡駅 
83人/日 

大船渡駅 
90人/日 

令和３～６年度の乗車人員（平
均）の最大値（83人/日）を上
回る利用者の確保を目指す。 

公共交通の利用方法
の認知度 

67.7％ 80.0％ 
利用促進策及び情報発信の強
化により認知度の向上を目指
す。 

市民意識調査 

市民一人当たりの 
年間利用頻度 

3.4％ 5.0％ 
利用促進策及び情報発信の強
化により利用頻度の向上を目
指す。 

公共交通利用実態調査
アンケート 

市民の公共交通の 
利用割合 

26.2％ 30.0％ 
利用促進策及び情報発信の強
化により利用割合の向上を目
指す。 

公共交通に関する 
輸送人員当たりの 
自治体支援額 

426円/人 400円/人 
効率的な運行ルートへの見直
しによる利用者の増加により
約6.0％の縮減を目指す。 

路線バス・デマンド交
通等に係る市の事業費 

事業者連携の事例数 
４件 

 
８件 

（累計） 

本計画期間中に累計で２倍 
（＋４件）の増加を目指す。 

実績 

 

(２ ) モ ニ タ リ ン グ 指 標  
    評価指標以外にも、本市の公共交通に関する各種データをモニタリングするため、

以下の項目をモニタリング指標とし、定期的な把握に努めます。 

   ・路線バスの収支率（路線ごと） 

   ・交通空白地域の状況（交通空白カバー率、高齢者カバー率） 

   ・自動車運転免許証の返納者数 
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第６章  計画の評価・改善 

１  推 進 ・ 管 理 体 制  

大 船 渡 市 地 域 公 共 交 通 会 議  
本計画は、まちの変化に合わせて、継続的な見直し・改善が求められます。大船渡市地

域公共交通会議は、市民のニーズや地区・地域の実情に合わせた地域公共交通の見直しや

改善を図りながら、持続可能な交通体系の構築に向けた取組の検討等が継続的に協議でき

る「場」として位置付けます。 

また、本計画の推進に当たり、市民・地区・地域が主体となって検討及び実施していく

施策等については、大船渡市地域公共交通会議において分科会等の支援体制を整備し、各

分野を代表する委員や関係者等に協力を求め、様々な主体が連携しながら、必要に応じ実

務的な協議・調整ができる「場」を通じて計画の具現化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図6-1.推進・管理体制 
 

 

 

 

 

 
地域・市民のニーズ・意向把握

大船渡市地域公共交通会議

【目的】生活に最適な交通手段として、地域の公共交通の確保・維持に必要な事項を 
    協議するために設置 

計画反映 意見・要望 

多様な関係者による 
協議・調整 

交通事業者 

国 

県 

観光事業者 

地域企業・事業者 

市民代表 

学識経験者 

大船渡市 
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２  管 理 方 法  

本計画は、ＰＤＣＡサイクルの手法に基づき、各施策の実施状況、評価指標の達成状況

等を確認しながら、評価結果を翌年度の大船渡市地域公共交通会議において報告し、必要

に応じて、施策や評価指標の見直し、改善を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6-2.PDCAサイクルに基づく見直しイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図6-3.進捗管理の手順 

 

 

 

 

 

 

▼計画策定
▼施策等の見直し
(Plan)

▼施策の実施
(Do)

▼目標達成状況の評価
▼課題整理
(Check)

改善点の抽出・検討
(Action)

区分
（ＰＤＣＡ）

令和

10
年度

令和

12
年度

令和

8
年度

令和

9
年度

令和

11
年度

令和

13
年度

大船渡市地域公共交通計画 見直し 
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表6-1.年度単位の管理スケジュール 
 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

評価・検証

○ ○

バス事業年度（10月→䐽月）バス事業年度（10月→䐽月）

大船渡市地域公共交
通会議の開催

施策の実施

N+䐵年度

地域公共交通確保維
持事業
(地域内ﾌｨｰﾀﾞｰ系統)

N年度

区分

地域内交通の運行 地域内交通の運行 

計画認定申請 

承認 

交通会議 

計画認定 

交通会議 

補助金申請 

一次評価 

二次評価 

計画認定申請 

承認 

交通会議 

計画認定 

取組の評価 

アンケート 

・前年度取組の評価 
・決算報告 
・地域公共交通 
 確保維持事業 
・予算（案） 等 

承認 

取組の評価 
データ収集・モニタリング 

・地域公共交通確保 
 維持事業の評価 等 
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大船渡市地域公共交通会議設置要綱 

平成24年１月31日告示第４号  

改正 

平成24年３月30日告示第67号 

平成28年４月１日告示第79号 

平成29年５月11日告示第108号 

令和２年10月９日告示第171号 

令和４年８月29日商工港湾部長決裁 

令和７年12月１日商工港湾部長決裁 

 

（目的） 

第１ 大船渡市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）は、道路運送法（昭和26年法律第

183号）の規定により、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保

その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協

議するため、並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）第６条

第１項の規定に基づき、地域公共交通計画（以下「交通計画」という。）の作成に関する協議及

び交通計画の実施に係る連絡調整を行うため設置する。 

 

（協議事項） 

第２ 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

⑴ 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項 

⑵ 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

⑶ 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項 

⑷ 交通計画の策定及び変更の協議に関する事項 

⑸ 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項 

⑹ 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、第１の目的を達成するために必要な事項 

 

（交通会議の構成員） 

第３ 交通会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員30人以内をもって組

織する。 

⑴ 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体を代表する者 

⑵ 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体を代表する者 

⑶ 市民又は利用者の代表 

⑷ 国及び県の関係行政機関の職員 

⑸ 市職員 

⑹ その他市長が必要と認める者 
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（任期） 

第４ 委員の任期は２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（交通会議の役員） 

第５ 交通会議に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は、互選により選出し、副会長は委員の中から、会長が指名する。 

３ 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６ 交通会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。ただし、書面により代理者

に権限の委任がある場合には、代理者を出席委員とみなす。 

３ 交通会議の議事は、関係者間の合意形成を目指して十分議論を尽くして行うものとし、議決の

方法は、出席委員の過半数の同意によるものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

４ 交通会議は、原則として公開とする。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、交通会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を

聞くことができる。 

 

（軽微な事項に関する取扱い） 

第７ 交通会議において協議が調った事項の軽微な変更に関する取扱いについては、会長は、書面

による賛否を求めて、交通会議の決議に代えることができる。 

 

（協議結果の尊重義務） 

第８ 交通会議において協議が調った事項については、委員及び関係者はその結果を尊重しなけれ

ばならない。 

 

（分科会） 

第９ 第２各号に掲げる事項のほか、道路運送法第９条第４項の規定による運賃及び料金について

専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ交通会議に分科会を置くことができる。 

２ 分科会は、会長が必要と認めた者をもって組織する。 

 

（事務局） 

第10 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。 

２ 事務局は、大船渡市交通担当課内に置く。 
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３ 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 （監事） 

第11 交通会議に監事２人を置く。 

２ 監事は、委員の中から会長が指名する。 

３ 監事は、交通会議の出納の監査を行い、その結果を会長に報告しなければならない。 

 

 （経費の負担） 

第12 交通会議の運営に要する経費は、補助金その他の収入をもって充てる。 

 

（財務に関する事項） 

第13 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 （交通会議が解散した場合の措置） 

第14 交通会議が解散した場合における交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、事務局に

おいて決算する。 

 

（補則） 

第15 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮っ

て定める。 

 

前 文（抄）（平成24年３月30日告示第67号） 

平成24年４月１日から施行する。 

前 文（抄）（平成28年４月１日告示第79号） 

平成28年４月１日から施行する。 

前 文（抄）（平成29年５月11日告示第108号） 

平成29年５月11日から施行する。 

前 文（抄）（令和２年10月９日告示第171号） 

令和２年10月９日から施行する。 

附 則（令和４年８月29日商工港湾部長決裁） 

この要綱は、令和４年８月29日から施行する。 

附 則（令和７年12月１日商工港湾部長決裁） 

この要綱は、令和７年12月１日から施行する。 

 



任期：令和６年５月21日～令和８年３月31日 【敬省略】

№ 区　　分 団　　体 役職名 氏　名 備　考

1 岩手県交通株式会社
乗合自動車部
次長兼運行課長

小 岩 洋 一

2 公益社団法人岩手県バス協会 専務理事 菅 原 克 也

3
一般社団法人岩手県タクシー協会
気仙支部

支部長 佐 藤　　保

4
一般旅客自動車運送事業者の事
業用自動車の運転手が組織する
団体を代表する者

岩手県交通運輸産業労働組合協議会
岩手県交通労働組合
大船渡支部長

千 田　　淳

5 社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会 主事 田 村 暢 子

6 大船渡市PTA連合会 日頃市小学校PTA会長 中 村 仁 彦

7
岩手県高等学校PTA連合会
気仙地区連絡協議会

大船渡高等学校PTA会長 川 原 夕 輝

8 大船渡市各種女性団体連絡協議会 会長 上 関 み さ 監事

9 大船渡商工会議所 女性会　広報委員長 紀 室 綾 子

10 大船渡市老人クラブ連合会 女性部　副部長 佐 藤 恵 子

11 大船渡市地区公民館連絡協議会 会長 大和田洋太郎 副会長

12 国土交通省東北運輸局岩手運輸支局
企画調整部門
首席運輸企画専門官

佐々木亜津子

13 国土交通省東北運輸局岩手運輸支局
輸送監査部門
首席運輸企画専門官

佐々木 拓真

14
国土交通省東北地方整備局
南三陸沿岸国道事務所

大船渡維持出張所長 佐 藤 秀 一

15
岩手県沿岸広域振興局
経営企画部大船渡地域振興センター

地域振興課長
兼復興推進課長

佐々木　 修

16
岩手県沿岸広域振興局土木部
大船渡土木センター

道路整備課長 山 本 純 一

17
岩手県沿岸広域振興局土木部
大船渡土木センター

河川港湾課長 鈴 木 嘉 朗

18
岩手県公安委員会
岩手県警察本部交通部

交通規制課長 中 嶋 英 樹

19 岩手県警察大船渡警察署 交通課長 藤 原 裕 一

20 岩手県立大学総合政策学部 教授 宇佐美 誠史 会長

21
東日本旅客鉄道株式会社
盛岡支社

気仙沼統括センター所長 阿 部 良 充

22 三陸鉄道株式会社 大船渡派出所長兼釜石駅長 山 蔭 康 明 監事

23 一般社団法人大船渡市観光物産協会 主事 佐 藤 李 沙

24 大船渡観光バス事業協同組合 理事 佐 藤 秀 之

25 大船渡市 企画政策部長 松 川 伸 一

26 大船渡市 協働まちづくり部長 佐々木 義和

27 大船渡市 市民生活部長 安 居 清 隆

28 大船渡市 保健福祉部長 藤 原 秀 樹

29 大船渡市 都市整備部長 長 岩 智 徳

30 大船渡市教育委員会 教育次長 山 口 浩 雅

市職員

大船渡市地域公共交通会議委員名簿

一般旅客自動車運送事業者
及びその組織する団体を代
表する者

市民又は利用者の代表

国及び県の関係行政機関の
職員

その他市長が必要と認める
者
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大 船 渡 市 地 域 公 共 交 通 庁 内 会 議 設 置 要 綱  
 

 （設置） 

第１条 大船渡市の公共交通に係る施策や事業等関連する分野について、庁内関係部

署において連携し、検討・調整するため、大船渡市地域公共交通庁内会議（以下「庁

内会議」という。）を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 庁内会議の所掌事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ 大船渡市地域公共交通計画の策定に関すること。 

 ⑵ 地域公共交通に関する事業の推進に関すること。 

⑶ その他市長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 庁内会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。 

（会長及び副会長） 

第４条 庁内会議に、会長及び副会長を置き、会長には副市長を、副会長には企画政策

部長をもって充てる。 

２ 会長は会務を総理し、庁内会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 庁内会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要に応じて、庁内会議に関係のある者の出席を求め、意見を徴し、資料

の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第６条 庁内会議の庶務は、商工港湾部港湾振興課において処理する。 

 （補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年５月25日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年５月８日から施行する。 
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大 船 渡 市 地 域 公 共 交 通 庁 内 会 議 構 成 員 名 簿  
【敬省略】 

№ 区 分 職 名 氏 名 

１ 会  長 副市長 藤 枝   修 

２ 副 会 長 企画政策部長 松 川 伸 一 

３ 

構 成 員 

協働まちづくり部長 佐々木 義 和 

４ 市民生活部長 安 居 清 隆 

５ 保健福祉部長 藤 原 秀 樹 

６ 都市整備部長 長 岩 智 徳 

７ 教育次長 山 口 浩 雅 

８ 企画調整課長 阿 部 貴 俊 

９ 財政課長 花 崎   誠 

10 市民協働課長 菊 地 正 展 

11 市民環境課長 新 沼   優 

12 国保医療課長 佐々木 直 央 

13 地域福祉課長 佐々木 由紀子 

14 長寿社会課長 佐々木 卓 也 

15 観光交流推進室次長 古 内 弘 一 

16 建設課長 金 野 道 程 

17 土地利用課長 伊 藤 喜久雄 

18 学校教育課長 佐 藤 和 生 
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大 船 渡 市 地 域 公 共 交 通 計 画 の 策 定 経 過  
 

期 日 項 目 内 容 

令和７年５月 29 日 第１回大船渡市地域公共交通庁内

会議 

前計画の効果検証、本計画の策定趣

旨、策定スケジュール等の説明 

６月 25 日 第１回大船渡市地域公共交通会議 前計画の効果検証、本計画の策定趣

旨、策定スケジュール等の説明 

８月 25 日 大船渡市議会月例会議 本計画の策定趣旨、策定スケジュー

ル等の説明 

10 月 14 日 第２回大船渡市地域公共交通庁内

会議 

本計画案の検討、意見聴取 

10 月 29 日 第２回大船渡市地域公共交通会議 本計画案の検討、意見聴取 

11 月 27 日 第３回大船渡市地域公共交通庁内

会議 

本計画案の検討、意見聴取 

12 月 24 日 第３回大船渡市地域公共交通会議 国庫補助「地域内フィーダー系統確

保維持費国庫補助金」及び「地域公

共交通調査事業」の事業評価、本計

画案に関する協議、意見聴取 

令和８年１月 27 日 大船渡市議会全員協議会 本計画案の協議、意見聴取 

２月４日 

～２月 17 日 

意見募集（パブリックコメント） 意見数（１件） 

３月６日 第４回大船渡市地域公共交通会議

（書面開催） 

本計画案の了承 

３月 10 日 大船渡市地域公共交通計画策定 市長決裁 

 


